
第１２９号議案  
多摩東公園改修工事その２の請負契約の締結についての議決事項

の一部変更について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年１２月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
提案理由  
 平成３１年第１回多摩市議会定例会での議決を経て請負契約の締結を行い、

令和元年第２回多摩市議会定例会で契約変更を締結した多摩東公園改修工事そ

の２の請負契約の締結について、下記のとおり変更をしたいので、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年多摩市条例

第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  
 

記  
 
１ 工 事 件 名 多摩東公園改修工事その２  
２ 契 約 の 相 手 方  東京都多摩市貝取一丁目１番地５  

苑友・岸建設共同企業 株式会社苑友造園  
代表取締役 松本 朗  

３ 契 約 金 額 変更前 金２７４，２２０，１００円  
          変更後 金２８３，６６４，２６０円  
４ 契 約 の 方 法 一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  
          
変更の理由     
 工事内容について、公園内の見通し改善のための樹木伐採、伐根本数の増

量及び公園内の下水道管改修に係る管渠更正工法を行うに際して、開削工法か

ら非開削工法へ変更することにより、契約金額を変更するものである。 
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第１３０号議案  
多摩市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年１２月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  
 

多摩市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年多摩市条例第５号）の

一部を次のように改正する。  
第４条第４項中「昇給させるか否か及び」を削り、同条第５項中「に関する

前項の規定の適用については、同項中「４号給」とあるのは、「２号給」」を

「の第３項の規定による昇給は、その者の勤務成績が特に良好である場合に限

り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市規則

で定める基準に従い決定するもの」に改め、同条第９項中「掲げる」を「定め

る」に改める。  
第５条第２項中「勤務時間等条例第１１条に規定する日」を「国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日」に改め、「以下」

の次に「この項において」を加える。  
第７条第３項中「掲げる額」を「定める額」に改める。  
第８条の２第２項中「各号に掲げる額」を「各号に定める額」に改め、同項

第１号中「。ただし、運賃等相当額を支給対象期間につき」を「又は５５，０

００円に支給月数（」に、「（以下「支給月数」という。）で除して得た額が

５５，０００円（」を「をいう。以下同じ。）を乗じて得た額のいずれか少な

い額。ただし、」に改め、「改定により」の次に「運賃等相当額を支給月数で

除して得た額が」を加え、「。以下この条において同じ。）を超えるときは、

５５，０００円」を削り、同項第２号中「１箇月」を「１か月」に、「掲げる

額」を「定める額」に改め、同項第３号中「、前２号に定める額の合計額（そ

の合計額を支給月数で除して得た額が５５，０００円を超えるときは、５５，

０００円に支給月数を乗じて得た額）」を削り、「又は前号に定める額」を「

3 



、前号に定める額又は前２号に定める額の合計額若しくは５５，０００円に支

給月数を乗じて得た額のいずれか少ない額（第１号ただし書に規定するときに

該当する場合は、同号ただし書の規定により算出した額）」に改める。  
第１０条中「休日並びに」の次に「勤務時間等条例」を、「以下」の次に「

第１４条を除き」を加える。  
第１１条第３項中「同条例」を「勤務時間等条例」に改める。  
第１３条中「第１４条」を「次条」に改める。  
第１４条中「休日」の次に「（勤務時間等条例第１１条の規定による休日を

いう。）」を加える。  
第１５条の３第２項中「掲げる額」を「定める額」に改める。  
第１７条第１項中「１箇月」を「１か月」に改め、「、若しくは地方公務員  

法第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削り、  
同条第２項中「掲げる割合」を「定める割合」に、「６箇月」を「６か月」に  
改め、同項の表を次のように改める。  

職員の区分 
割合 

６月に支給する場合 １２月に支給する場合 

職務の級が１級から３級ま

でのいずれかである職員 

１００分の１３０ １００分の１３０ 

（再任用職員を除く。）   

職務の級が４級である職員

（再任用職員を除く。） 

１００分の１１０ １００分の１１０ 

職務の級が５級である職員 １００分の１００ １００分の１００ 

（再任用職員を除く。）   

職務の級が１級から３級ま

でのいずれかである再任用

職員 

１００分の７２．５ １００分の７２．５ 

職務の級が４級である再任

用職員 

１００分の６２．５ １００分の６２．５ 

職務の級が５級である再任 １００分の６２．５ １００分の６２．５ 

用職員   

第１７条第３項中「掲げる」を「定める」に改め、同項の表中「６箇月」を

「６か月」に、「５箇月」を「５か月」に、「３箇月」を「３か月」に改め、

同条第４項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第２８

条第４項の規定により失職し」を削る。  
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第１８条第１項中「１箇月」を「１か月」に改め、「、若しくは地方公務員  
法第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削り、

同条第２項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第２８  
条第４項の規定により失職し」を削り、「掲げる割合」を「定める割合」に改  
め、同項の表を次のように改める。  

職員の区分 
割合 

６月に支給する場合 １２月に支給する場合 

職務の級が１級から３級ま  １００分の１０２．５ １００分の１０２．５ 

で の い ず れ か で あ る 職 員

（再任用職員を除く。）  
  

職務の級が４級である職員

（再任用職員を除く。）  
１００分の１２２．５ １００分の１２２．５ 

職務の級が５級である職員

（再任用職員を除く。）  
１００分の１３２．５ １００分の１３２．５ 

職務の級が１級から３級ま

でのいずれかである再任用

職員  

１００分の５０ １００分の５０ 

職務の級が４級である再任

用職員  
１００分の６０ １００分の６０ 

職務の級が５級である再任

用職員  
１００分の６０ １００分の６０ 

第１８条の２第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除

く。）」を削り、同条第３号中「１箇月」を「１か月」に改める。  
第１８条の６の見出し中「臨時職員等」を「会計年度任用職員」に改め、同  

条中「臨時に雇用する職員及び非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。）」  
を「会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員  
をいう。）」に改める。  

附 則  
（施行期日等）  

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第５項、第１７条第

２項の表及び第１８条の６の改正規定は、令和２年４月１日から施行する。  
２ この条例による改正後の多摩市一般職の職員の給与に関する条例の規定（

第４条第５項、第１７条第２項及び第１８条の６の規定を除く。）及び次項

の規定は、令和元年１２月１日（以下「適用日」という。）から適用する。  
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（令和元年１２月に支給する勤勉手当に関する特例措置）  
３ 令和元年１２月に支給する勤勉手当に係る改正後の第１８条第２項の規定

の適用については、同項の表１２月に支給する場合の欄に定める割合は、同

欄に定める割合に１００分の２．５を加えた割合とする。  
（勤勉手当の内払）  

４ 前項の規定を適用する場合においては、適用日からこの条例の施行の日の

前日までの間に、改正前の第１８条第２項の規定により既に支払われた勤勉

手当は、改正後の第１８条第２項及び前項の規定による勤勉手当の内払とみ

なす。  
（差額の支給日）  

５ 前項の規定による勤勉手当の内払と改正後の第１８条第２項及び附則第３  
項の規定による勤勉手当との差額の支給日は、多摩市一般職の職員の給与に  
関する条例第１８条第１項の規定にかかわらず、令和２年１月３１日とする。  
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第１３１号議案  
   損害賠償の額の決定について 

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年１２月１３日  

              提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 この議案は、多摩市下水道事業の設置等に関する条例（平成２８年多摩市条例第

５４号）第７条の規定に基づき、議会の同意を求めるため、提出するものであ

る。  
 

記  
 
１ 損害賠償の相手方 

東京都多摩市東寺方 
  Ａ氏 
 
２ 損害賠償額 

９８５，９２０円 
 

３ 損害賠償の理由 
令和元年１０月１２日、市が管理する東寺方雨水排水ポンプ施設のポンプ不具合によ

り施設付近の道路等を冠水させ、損害賠償の相手方が使用する車両について、浸水によ

り物理的に毀損し、その対応にかかる費用等を負担させる被害を生じさせたことによる。 
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第１３２号議案  
   損害賠償の額の決定について 

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年１２月１３日  

              提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 この議案は、多摩市下水道事業の設置等に関する条例（平成２８年多摩市条例第

５４号）第７条の規定に基づき、議会の同意を求めるため、提出するものであ

る。  
 

記  
 
１ 損害賠償の相手方 

東京都多摩市東寺方 
  Ｂ氏 
 
２ 損害賠償額 

１，５７６，７００円 
 

３ 損害賠償の理由 
令和元年１０月１２日、市が管理する東寺方雨水排水ポンプ施設のポンプ不具合によ

り施設付近の道路等を冠水させ、損害賠償の相手方が使用する車両及び車載物について、

浸水により物理的に毀損し、その対応にかかる費用等を負担させる被害を生じさせたこ

とによる。 
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第１３３号議案  
   損害賠償の額の決定について 

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年１２月１３日  

              提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 この議案は、多摩市下水道事業の設置等に関する条例（平成２８年多摩市条例第

５４号）第７条の規定に基づき、議会の同意を求めるため、提出するものであ

る。  
 

記  
 
１ 損害賠償の相手方 

東京都大田区蒲田 
  Ｃ氏 
 
２ 損害賠償額 

１，０１８，５０１円 
 

３ 損害賠償の理由 
令和元年１０月１２日、市が管理する東寺方雨水排水ポンプ施設のポンプ不具合によ

り施設付近の道路等を冠水させ、損害賠償の相手方が使用する車両について、浸水によ

り物理的に毀損し、当該車両にかかる修理費用等を負担させる被害を生じさせたことに

よる。 
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第１３４号議案  
   損害賠償の額の決定について 

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年１２月１３日  

              提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 この議案は、多摩市下水道事業の設置等に関する条例（平成２８年多摩市条例第

５４号）第７条の規定に基づき、議会の同意を求めるため、提出するものであ

る。  
 

記  
 
１ 損害賠償の相手方 

東京都多摩市東寺方 
  Ｄ氏 
 
２ 損害賠償額 

８５４，５４６円 
 

３ 損害賠償の理由 
令和元年１０月１２日、市が管理する東寺方雨水排水ポンプ施設のポンプ不具合によ

り施設付近の道路等を冠水させ、損害賠償の相手方が使用する車両について、浸水によ

り物理的に毀損し、当該車両にかかる修理費用等を負担させる被害を生じさせたことに

よる。 
  

 13 



 14 



 

第１３５号議案  
   損害賠償の額の決定について 

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年１２月１３日  

              提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 この議案は、多摩市下水道事業の設置等に関する条例（平成２８年多摩市条例第

５４号）第７条の規定に基づき、議会の同意を求めるため、提出するものであ

る。  
 

記  
 
１ 損害賠償の相手方 

東京都多摩市東寺方 
  Ｅ氏 
 
２ 損害賠償額 

１，１４４，０００円 
 

３ 損害賠償の理由 
令和元年１０月１２日、市が管理する東寺方雨水排水ポンプ施設のポンプ不具合によ

り施設付近の道路等を冠水させ、損害賠償の相手方が使用する車両について、浸水によ

り物理的に毀損し、その対応にかかる費用等を負担させる被害を生じさせたことによる。 
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第１３６号議案  
   損害賠償の額の決定について 

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年１２月１３日  

              提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 この議案は、多摩市下水道事業の設置等に関する条例（平成２８年多摩市条例第

５４号）第７条の規定に基づき、議会の同意を求めるため、提出するものであ

る。  
 

記  
 
１ 損害賠償の相手方 

東京都多摩市東寺方 
  Ｆ氏 
 
２ 損害賠償額 

１，３７６，３１９円 
 

３ 損害賠償の理由 
令和元年１０月１２日、市が管理する東寺方雨水排水ポンプ施設のポンプ不具合によ

り施設付近の道路等を冠水させ、損害賠償の相手方が使用する車両について、浸水によ

り物理的に毀損し、その対応にかかる費用等を負担させる被害を生じさせたことによる。 
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第１３７号議案  
   損害賠償の額の決定について 

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年１２月１３日  

              提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 この議案は、多摩市下水道事業の設置等に関する条例（平成２８年多摩市条例第

５４号）第７条の規定に基づき、議会の同意を求めるため、提出するものであ

る。  
 

記  
 
１ 損害賠償の相手方 

東京都多摩市東寺方 
  Ｇ氏 
 
２ 損害賠償額 

１，４４３，２７２円 
 

３ 損害賠償の理由 
令和元年１０月１２日、市が管理する東寺方雨水排水ポンプ施設のポンプ不具合によ

り施設付近の道路等を冠水させ、損害賠償の相手方が使用する車両について、浸水によ

り物理的に毀損し、当該車両にかかる修理費用等を負担させる被害を生じさせたことに

よる。 
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